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 当会社は、2022 年 7 月 15 日に、株式会社ユーアイエス（以下「ユーアイエス」といい

ます。）との間で、2022 年 9 月 30 日を効力発生日として、当会社を吸収合併存続会社、

ユーアイエスを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行う

旨の吸収合併契約を締結いたしました。本合併に係る会社法第 794 条第 1 項及び会社法施

行規則第 191条の定めに基づく事前開示事項は以下のとおりです。 

 

2022年 8月 2日 

 

東京都千代田区丸の内一丁目 6番 5号 

ウシオ電機株式会社 

代表取締役社長 内藤 宏治 

 

 

1. 吸収合併契約の内容 

  別紙 1をご参照下さい。 

 

2. 会社法第 749 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項 

  当会社はユーアイエスの発行済株式の全てを直接に保有していることから、本合

併に際して、株式の発行及び金銭等の交付は行いません。 

  また、本合併に際して、当会社の資本金及び準備金の額は、増加しません。 

 

3. 会社法第 749 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項 

  該当事項はありません。 

 

4. ユーアイエスについての次に掲げる事項 

 (1) 最終事業年度に係る計算書類等 

   別紙 2をご参照下さい。 

 

 (2) 最終事業年度(2022 年 3 月期)の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務

の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

① 不動産の譲渡 

  ユーアイエスは、国内の一般事業法人との間で、2022 年 5 月 20 日付で不

動産売買契約を締結し、当該不動産売買契約に基づき、同法人に対しユーア

イエスの所有する土地および建物（所在：神奈川県足柄群箱根町）（付随す

る固定資産を含みます。）を 2022年 5月 20日付で譲渡いたしました。 
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② 事業の一部の譲渡 

  ユーアイエスは、国内の一般事業法人との間で、2022 年 6 月 3 日付で事

業譲渡契約を締結し、当該事業譲渡契約に基づき、同法人に対しユーアイエ

スの運営する保険代理店事業を 2022年 7月 1日付で譲渡いたしました。 

 

5. 当会社において最終事業年度(2022 年 3 月期)の末日後生じた重要な財産の処分、重

大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 (1) 完全子会社からの事業の譲受け 

   当会社は、当会社の完全子会社であるウシオライティング株式会社との間

で、2022年 3月 31日付で事業譲渡契約を締結し、当該事業譲渡契約に基づき、

同社のサーマルプロセス事業および血液分析用ハロゲン事業のうち開発・販売

機能を 2022 年 4 月 1 日付で譲受けました。これにより、当会社は当事業年度

（2023年 3月期）において、のれん 45億円を計上いたしました。 

 (2) 自己株式の取得 

   当会社は、2022年 5月 11日開催の取締役会において、会社法第 165条第３項

の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取

得を決議し、当該決議に基づいて、2022年 5月 12日から 2022年 7月 31日まで

の期間に、市場買付により自己株式を 2,281,200 株取得いたしました。取得価

額は、合計 3,884百万円です。 

 (3) 剰余金の配当 

   当会社は、2022 年 6 月 30 日付で、普通株式 1 株につき 50 円、総額 6,041 百

万円の剰余金の配当を行いました。 

 

6. 吸収合併が効力を生ずる日以後における当会社の債務の履行の見込みに関する事項 

  2022 年 3 月 31 日現在の当会社の貸借対照表における資産の額は 165,251 百万円、

負債の額は 36,341百万円であり、資産の額が負債の額を上回っております。 

  また、2022 年 4 月 1 日以降本日までの間、当会社の債務の履行に支障を及ぼすよ

うな大幅な減収、多額の損失の発生等は生じておらず、効力発生日において当会社

の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれております。 

  さらに、本合併の効力発生日以後において、本合併後の当会社が負担すべき債務

の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。 

  以上より、本合併の効力発生日以後における当会社の債務について、履行の見込

みがあるものと判断いたします。 

 

以 上 









 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

    

 

    

    

 



 

 

 



 

 

 



 












